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計画の概要



以下について説明いたします
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まちづくりの課題と目指す方向
（１）計画の期間・対象区域

（２）まちづくりの概要

（課題・方針・将来都市構造）

鏡野町立地適正化計画
（１）立地適正化計画とは

（２）居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設の設定

①居住誘導区域

②都市機能誘導区域

③地域生活拠点・小さな拠点

④誘導施設

⑤誘導施策

（３）防災指針

（４）届出制度

（５）評価指標

（６）進行管理

鏡野町都市計画マスタープラン
（１）都市計画マスタープランとは

（２）全体構想（分野別方針）

①土地利用の方針

②道路・交通体系の方針

③水と緑の方針

④市街地整備及び住環境形成の方針

⑤景観形成の方針

⑥安全・安心なまちづくりの方針

⑦その他暮らしを支えるまちづくりの方針

（３）地域別構想

①鏡野地域

②奥津地域

③上齋原地域

④富地域

１．計画の概要



〇行政区域全体と都市計画区域の2つの視点から

 都市全体を見渡す
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２．まちづくりの課題と目指す方向

〇おおむね20年後の都市の姿を展望

〇令和8（2026）年3月→令和28（2046）年3月

◆ 計画の期間

◆ 対象区域

【都市計画としての対象範囲】
都市計画区域
A=1,398ha

※用途地域：工業地域(布原、沖の
一部にある津山産業・

流通センター内）

【計画の対象範囲】
行政区域
A=41,968ha

鏡野町の都市計画

（１）計画の期間・対象区域

概要版ページ番号

【都市マス】 P1
【立適】 P1
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２．まちづくりの課題と目指す方向

課題１ 人口減少・少子高齢化への備え

◆ まちづくりの課題

（２）まちづくりの概要

【人口】本町は人口減少社会へと突入

課題２ 都市基盤、都市機能誘導区域等

の持続的な活用
【経済・産業】人口減少社会により産業構造は縮小傾向の兆し

【土地利用・都市基盤】低未利用地（空き地・空き家など)が拡大

【都市機能】バス停等を活用した生活サービスの維持

課題３ 公共交通のサービス水準の低下 【交通】公共交通ネットワークの利便性低下、弱体化の抑制

課題４ 水災害と土砂災害への懸念 【災害ハザード】水災害、土砂災害とも危険なエリアが存在

課題５ 持続的な都市経営 【財政】少子高齢化等の影響を受けた税収の減少、扶助費の増加や

普通建設事業費の減少

概要版ページ番号

【都市マス】 P2
【立適】 P2
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２．まちづくりの課題と目指す方向

暮らし 方針１ 誰もが定住できる住みやすい   
 まちづくり

◆ まちづくりの方針

（２）まちづくりの概要

環境 方針２ 自然を大切にするまちづくり

経済・交流  方針３ にぎやかで活気のある
まちづくり

魅力・自然  方針４ 山や川や歴史を活かす
まちづくり

安全・安心  方針５ 安全・安心なまちづくり

◆ 将来都市構造図

◆ 将来像

－誰もが いきいきと住み続けることのできる 鏡野の郷－

「暮らしのまち こころのふるさと鏡野」の実現

概要版ページ番号

【都市マス】 P3
【立適】 P3
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都市計画マスタープラン
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〇住民の意見を反映し、まちづくりの将来ビジョンを確立

〇市街地像や整備方針等を定める都市計画の方針

〇全体構想  ：都市全体の都市像・方針

〇地域別構想：地域ごとの地域像・施策

◆ 都市計画マスタープラン(都市計画法第18条の2)とは

全体構想

地域別構想

鏡野町
都市計画

マスタープラン

・目指すべき都市像
・実現のための主要課題
・課題に対応した整備方針等

・地域別整備の方針に沿った地域像
・実施されるべき施策

１．都市計画マスタープランとは 概要版ページ番号

【都市マス】 P1
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（１） 施策の体系

２．全体構想（分野別方針）

〇分野別方針は、まちづくりの方針に基づき、
都市計画の分野を横断的な視点から整理 。

【本町の都市計画の分野】
①土地利用
②道路・交通
③水と緑
④市街地整備
⑤景観形成
⑥安全・安心
⑦その他

概要版ページ番号

【都市マス】 P4
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〇現行の用途地域（工業地域）とともに、住宅、商業、工業等の適正な配置による土地利用を誘導

〇美しい田園景観や豊かな自然環境の保全

（２） 土地利用の方針

２．全体構想（分野別方針） 概要版ページ番号

【都市マス】 P5
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〇定住する住みやすい道路・交通体系を形成

〇災害に強く、生活や産業を支える道路・交通ネットワークの充実

（３） 道路・交通体系の方針

２．全体構想（分野別方針） 概要版ページ番号

【都市マス】 P5
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〇（緑地・風致の維持）住民の憩いの場となる公園、緑地や水辺の整備・保全を計画的に推進、市街地等の緑化を促進

〇（河川）吉井川等の河川が流下しており、引き続き、計画的な治水対策を推進

（４） 水と緑の方針

２．全体構想（分野別方針） 概要版ページ番号

【都市マス】 P6
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〇（市街地整備・住環境形成）良好な居住環境の維持に配慮した適正な土地利用の誘導、低未利用地等の有効利用

〇（上下水道）計画的な上下水道施設の改築・更新

（５） 市街地整備及び住環境形成の方針

２．全体構想（分野別方針） 概要版ページ番号

【都市マス】 P6
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〇（景観）自然公園や良好な斜面樹林等は、良好な景観

の維持のため、保護・保全

〇（自然環境）自然の風景を有する森林、良好な樹林、

寺社、文化財・遺跡等については現在の土地利用を

維持

（６） 景観形成の方針

２．全体構想（分野別方針） 概要版ページ番号

【都市マス】 P7
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〇急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域については、居住や市街地開発等の抑制

〇災害のおそれのある区域については、災害の危険度を踏まえつつ、防災対策を充実

（７） 安全・安心なまちづくりの方針

２．全体構想（分野別方針） 概要版ページ番号

【都市マス】 P7
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〇（公共施設）公共施設の効率的かつ合理的な維持運営や整備

〇（脱炭素先行地域の形成）環境負荷の小さい、環境にやさしいまちづくり

（８） その他暮らしを支えるまちづくりの方針

２．全体構想（分野別方針） 概要版ページ番号

【都市マス】 P8
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〇鏡野地域：居住や都市機能を誘導する拠点（地域都市

拠点（中心拠点））

～人と自然に優しい集約拠点 「優」のまち～

〇奥津地域：交流人口の増加、定住化の促進につながる

空間（地域生活拠点）

～きてみんちゃい 奥津でととのう 人と暮らしの拠点～

〇上齋原地域：優れた自然に囲まれた中で、地域内外の

人たちでにぎわう空間（小さな拠点）

～自然と人が迎える にぎわいの里～

〇富地域：地域内外の人と心通わせ、つながりが生まれる

交流空間（小さな拠点）

～来るもんも居るもんも つながり育む富のまち～

（１） 地域別の将来像と目標

３．地域別構想 概要版ページ番号

【都市マス】 P9
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（２） 地域別のまちづくりの方針（鏡野地域）

３．地域別構想 概要版ページ番号

【都市マス】P10
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（２） 地域別のまちづくりの方針（奥津地域）

３．地域別構想 概要版ページ番号

【都市マス】P10
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（２） 地域別のまちづくりの方針（上齋原地域）

３．地域別構想 概要版ページ番号

【都市マス】P11
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（２） 地域別のまちづくりの方針（富地域）

３．地域別構想 概要版ページ番号

【都市マス】P11
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立地適正化計画
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〇公共施設のみではなく住宅及び医療・福祉・商業等の民間のサービス施設も対象に

 誘導を図るための制度として創設

◆ 立地適正化計画(都市再生特別措置法第81条)とは

１．立地適正化計画とは

①居住機能の誘導（居住誘導区域）
②都市機能の誘導
（都市機能誘導区域への誘導施設の誘導）

③持続可能な公共交通ネットワークの形成の推進
④防災指針（令和2（2020）年9月）
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◆ 誤解と正しい認識

１．立地適正化計画とは

×一極集中

郊外や農村部を切り捨て、中
心拠点１個所にすべてを集約

×全ての人口の集約

全ての居住者を一定のエリア
に集約させる

×強制的な集約

郊外や農村部の居住を規制
し、居住者を強制的に移転

〇多極型

中心拠点だけでなく、旧町村
役場周辺等の生活拠点も含
めた多極ネットワーク型の都
市構造

〇全ての人口の集約

を図るものではない

一定エリアで人口密度の維持
を目指すが、郊外や農村部も
地域特性に応じた居住環境
を確保

〇誘導による政策

インセンティブを講じ、時間
をかけながら居住や都市機
能を誘導
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（１） 居住誘導区域・都市機能誘導区域・地域生活拠点等について

２．居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設

〇居住誘導区域

・一定の区域において人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保さ

  れるよう、居住を誘導すべき区域

〇都市機能誘導区域

・居住誘導区域内において、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約

することにより、これらの各種サ－ビスの効率的な提供が図られるよう定める区域

〇地域生活拠点・小さな拠点

・都市計画区域外の複数の集落が集まる基礎的な生活圏の中で、今後、生活サービス施設や地域活動の

融合を図ろうとする箇所

概要版ページ番号

【立適】 P1



（２） 居住誘導区域・都市機能誘導区域・地域生活拠点

２．居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設 概要版ページ番号

【立適】 P5,6
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①役場周辺

区域

拡大図

２．居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設

②吉原周辺

区域

 拡大図
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（3） 誘導施設（都市機能増進施設）について

２．居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設

〇立地を誘導すべき都市機能増進施設を都市機能誘

 導区域ごとに設定（都市再生特別措置法第81 条）

〇届出制度により、都市機能誘導区域内外における誘

導施設の動向を把握

概要版ページ番号

【立適】 P7



（1） 誘導施策

・まちづくりの方針及び課題解決のための施策・誘導方

針に基づき、取り組むべき誘導施策を設定

３．誘導施策
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概要版ページ番号

【立適】 P8



（１） 防災に関わる方針 生命を守るまちづくり

○災害に強いまちづくり

災害リスクの低減

災害リスクの回避

4．防災指針
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概要版ページ番号

【立適】 P9,10



４．防災指針
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（２）取組方針と
具体的な取組



５．届出制度
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概要版ページ番号

【立適】 P11



５．届出制度
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概要版ページ番号

【立適】 P11



◆評価

・定量的な目標値等を設

 定し、将来目標を評価

6．評価指標

33

概要版ページ番号

【立適】 P12



◆進行管理

・おおむね5年毎に施策の実施状況について、

調査、分析及び評価

7．進行管理

34

◆PDCAサイクルのイメージ

概要版ページ番号

【立適】 P12
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